
○天塩町定住促進宅地売払要綱 

令和６年５月22日告示第46号 

令和７年２月６日告示第５号 

天塩町定住促進宅地売払要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、本町への定住を促進し地域の活性化を図るため、住宅を建

築し居住する者へ本町が所有する普通財産のうち土地を売払いすることについ

て、必要な事項を定めるものとする。 

（売払い対象） 

第２条 売払いをする土地（以下「売払地」という。）は、町長が別に定める。 

（売払価格） 

第３条 前条の売払地の売払価格は、固定資産税評価額の10％以内とする。 

（売払いの対象者） 

第４条 売払地の買受けの申込みができる者は、自らが居住するための専用住宅

（以下「住宅」という。）を建築しようとする者で、次の各号に掲げる要件を

具備する者とする。 

(１) 売払地の引渡しの日から起算して３年以内に住宅の建築を完了し、居住

することを確約すること。 

(２) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77

号）第２条第２号から第５号に規定する暴力団の構成員でないこと。 

(３) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき、更生手続開始の申立て

がされていない者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき、再生

手続の申立てがされていないこと。 

(４) 本人及び同居しようとする者全員が地方税法（昭和25年法律第226号）

第５条に規定する市町村税及び町の使用料、手数料等を滞納していないこと。 

（申込みの条件） 

第５条 売払いの申込みは、同一の募集において１世帯につき、１物件とする。 

（売払いの方法等） 

第６条 町長は、売払いしようとするときは、公募するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により公募を行うときは、売払地の位置、面積、売払価

格、第４条に規定する売払いの対象者、申込期間及び申込方法その他の手続に

関する事項を周知するものとする。 

（売払いの申込み） 

第７条 売払いを希望する者（以下「申込者」という。）は、前条の規定による

申込期間内に、天塩町定住促進宅地申込書（別記様式第１号）に次に掲げる書

類を添えて、町長に提出しなければならない。 



(１) 住宅に居住しようとする全ての者の住民票 

(２) 住宅に居住しようとする全ての者の納税状況が確認できる書類（納税証

明書） 

(３) その他町長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する申込みに要する費用は、申込者の負担とし、いかなる理由が

あっても町はその費用の補償はしないものとする。 

（申込書の受理等） 

第８条 町長は、前条第１項に規定する申込書が提出されたときはその内容を審

査し、申込みを受理すると決定した場合にあっては、天塩町定住促進宅地申込

書受理通知書（別記様式第２号）を、申込みを不受理と決定した場合にあって

は天塩町定住促進宅地申込書不受理通知書（別記様式第３号）を申込者に送付

するものとする。 

（売払いの決定） 

第９条 町長は、１つの売払地について予約者（前条の規定により申込みを受理

された申込者をいう。以下同じ。）が複数いるときは、抽選その他の公正な方

法（以下「抽選等」という。）により決定するものとする。 

２ 公募した売払地に予約者がいないときは、売払いの決定に漏れた者から決定

することができる。この場合において、売払いの決定方法は、前項の規定を準

用する。 

３ 町長は、前２項の規定により売払いを決定したときは、天塩町定住促進宅地

売払決定通知書（別記様式第４号）により、通知するものとする。 

（売買契約の締結） 

第10条 売払地の売買契約の締結は、天塩町定住促進宅地（普通財産）売買契約

書（別記様式第５号）によるものとする。 

２ 前条第３項により通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算し

て10日以内に前項による売買契約を締結しなければならない。 

（売払代金の支払等） 

第11条 前条による売買契約をした者（以下「買受人」という。）は、契約締結

の日から30日以内に、町が発行した納入通知書により売払代金を納付しなけれ

ばならない。 

（所有権移転登記等） 

第12条 売払地の所有権は、買受人が売払代金を全額納入した時に、買受人に移

転するものとする。 

２ 買受人は、前項により売払地の所有権が移転した後に、速やかに町に対し所

有権の移転を請求するものとし、町は、その請求により遅延なく所有権の移転

登記を嘱託するものとする。この場合の所有権の移転登記に要する費用は買受



人の負担とする。 

３ 売払地は、第１項の規定により所有権が移転したときに、当該売払地を引き

渡すものとする。この場合において、町長は、天塩町定住促進宅地引渡書（別

記様式第６号）を買受人に交付し、買受人は、天塩町定住促進宅地受領書（別

記様式第７号）を提出しなければならない。 

（買戻し特約登記等） 

第13条 町長は、前条第２項の規定による所有権移転登記と同時に買戻し特約の

登記を付すものとする。 

２ 前項に定める買戻しができる期間は、売払地の引渡しの日から３年間とする。 

３ 第15条第４項に規定する調査が完了したときは、買受人からの依頼に基づき、

買戻し特約の登記を抹消するものとする。ただし、抹消登記に要する費用は、

買受人の負担とする。 

（買戻し権の行使） 

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、売払地の買戻しをする

ことができる。 

(１) 第15条第１項に規定する買受人の責務が果たせない場合。ただし、同項

のただし書の場合を除く。 

(２) 第17条の規定により売買契約の解除を行ったとき。 

(３) 第16条の規定に違反したとき。 

２ 前項の規定により買戻し権を行使したときは、既に納付された売払代金を返

還する。ただし、この場合において、当該返還金には利息を付さないものとす

る。 

３ 第１項に定める買戻し権を行使したときは、買受人は、町長の指示により現

状に復して返還しなければならない。ただし、当該費用は買受人の負担とする。 

（買受人の責務等） 

第15条 買受人は、売払地の引渡しの日から３年以内に居住しなければならない。 

２ 買受人は、住宅の建築工事に着手したときは、速やかに天塩町定住促進宅地

住宅建築着手届（別記様式第８号）に次に掲げる書類を添えて、町長に届け出

なければならない。 

(１) 住宅建築に関する工事請負契約書の写し 

(２) 住宅の建築工事に着手したことを確認できる書類 

(３) その他町長が必要と認める書類 

３ 買受人は、住宅の建築が完了し、居住したときは、天塩町定住促進宅地住宅

建築完了報告書（別記様式第９号）に次の書類を添えて、町長に報告しなけれ

ばならない。 

(１) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第４項の規定に基づき交付



を受けた確認済証の写し 

(２) 売払地に居住したことがわかる書類（世帯全員の住民票） 

４ 前項の規定による書類が提出されたときは、町長が指定する職員による現地

調査を行い適合の場合は、天塩町定住促進宅地確認通知書（別記様式第10号）

を買受人に通知するものとする。 

（禁止行為） 

第16条 買受人は、売払地の引渡しの日から３年間は、売買、贈与、交換及び出

資等により売払地の所有権を移転してはならない。ただし、相続により当該権

利が移転する場合を除く。 

（売払いの決定の取消し及び売買契約の解除） 

第17条 町長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、売払いの決定

を取り消し、又は土地売買契約の解除をすることができる。 

(１) 売払いの決定の取消し又は契約の解除を書面で申し出たとき。 

(２) 正当な理由がなく、売買契約を締結しないとき。 

(３) 正当な理由がなく、売払代金を納付しないとき。 

(４) 正当な理由がなく、売払地の引渡しを受けないとき。 

(５) 第４条の規定による要件を具備しなくなったとき。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、買受人が天塩町定住促進宅地（普通財産）

売買契約書（別記様式第５号）の契約条項又はこの要綱の規定に違反したと

き。 

２ 町長は、売払いの決定を取り消した場合にあっては天塩町定住促進宅地売払

決定取消通知書（別記様式第11号）により、契約を解除した場合にあっては天

塩町定住促進宅地（普通財産）売買契約解除通知書（別記様式第12号）により、

通知しなければならない。 

（補則） 

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和６年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年２月６日から施行する。 
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添付書類（誓約書）（第17条第２項関係） 

 


